
湯沢市単品スライド実施フロー

参考：⼯事請負契約事項第25条第5項(単品スライド条項)の運⽤について（秋⽥県建設部技術管理課）

契約

変更指⽰・協議等

変更指⽰数量等
の精算変更契約

請求⽇

スライド額協議
開始⽇の通知

スライド額協議開始

スライド調書作成

スライド額決定

スライド変更契約

⼯ 期 末

２か⽉
以上

原則
45⽇

７⽇
以内

14⽇
以内

この時点ではいくらの変更
になるか⾦額は⼊らない

対象項⽬類、対象変動幅
が受注者側へも周知されて
いること（HPにて公表）

受注者が
請求

する場合

発注者が
請求

する場合

〈受注者〉 《発注者》

《発注者》

〈受注者〉 《発注者》

《発注者》 《発注者》

《発注者》 《発注者》

《発注者》 《発注者》

設計書の請負⾦額とスライド額を合算

「協議の取下げ」

⾦額の提⽰

⾦額の提⽰

既済部分検査

様式SS-1 様式発SS-1

様式SS-2

様式SS-3-1 様式発SS-3-1

※請求額に対して異論を
唱える場合〈受注者〉

証明様式-1

証明様式-2

様式SS-4 様式SS-4

様式SS-5 様式SS-5

様式SS-7 様式SS-7

(部分払い等がある場合)

様式SS-3-2

契約事項第25条第5項
契約事項第25条第7項
契約事項第25条第8項

関連条項


